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第 88 号

徳島新未来創生総合計画の変更について

令和 6年 3月11日議決を経た徳島新未来創生総合計画の一部を別冊のとおり変更する。

令 和 7 年 3 月 10 日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

提案理由

徳島新未来創生総合計画の一部を変更することについて、徳島県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例第 3条第 1項の

規定により議決を経る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。

第88号 徳島新未来創生総合計画の変更について 1





第 89 号

教育委員会教育長の任命について

教育委員会教育長に、次の者を任命する。

令 和 7 年 3 月 10 日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

住 所 氏 名 生 年 月 日

徳島県三好郡東みよし町 　　　　　　　 中 川 斉 史

提案理由

中川斉史氏は、令和 7 年 3 月31日教育委員会教育長の任期が満了するので、同氏を再任するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 4 条第 1

項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。

第89号 教育委員会教育長の任命について 3





第 90 号

監査委員の選任について

監査委員に、次の者を選任する。

令 和 7 年 3 月 10 日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

住 所 氏 名 生 年 月 日

徳島県小松島市和田島町字東新開138番地 井 村 保 裕 昭 和 42 年 9 月 6 日

徳島県海部郡牟岐町大字灘字大牟岐田51番地 7 平 山 尚 道 昭 和 51 年 12 月 26 日

提案理由

監査委員眞貝浩司、古野司の両氏の辞職に伴い、その後任として井村保裕、平山尚道の両氏を選任するため、地方自治法第196条第 1 項の規定により議会

の同意を得る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。

第90号 監査委員の選任について 5





第 91 号

海区漁業調整委員会委員の任命について

海区漁業調整委員会委員に、次の者を任命する。

令 和 7 年 3 月 10 日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

住 所 氏 名 生 年 月 日

徳島県海部郡海陽町                       島 﨑 勝 弘

徳島県阿南市那賀川町               三 原 敏 夫

徳島県鳴門市鳴門町                        柏 木 正 弘

徳島県徳島市川内町                   濱 竹 美

徳島県小松島市小松島町               住 村 清 一

徳島県海部郡牟岐町                       竹 本 晴 茂

徳島県阿南市椿町             助 田 武 男

徳島県阿南市伊島町 藤 誠 二

徳島県板野郡松茂町           内 海 貴 文

第91号 海区漁業調整委員会委員の任命について 7



8

大阪府豊中市新千里東町                    中 西 敬

徳島県小松島市和田島町 治 清 孝

徳島県鳴門市瀬戸町                      大 山 登

東京都江東区越中島                                                 鈴 木 幸 子

徳島県徳島市大原町           生 長 ま ち

徳島県徳島市幸町             柏 原 他加子

提案理由

福島 、阿利茂昭、島﨑勝弘、豊﨑辰輝、三原敏夫、柏木正弘、濱竹美、平尾義德、三木真之、岡本彰、團昭紀、中西敬、 治清孝、福井典代、

中村秀美の各氏は、令和 7 年 3 月31日海区漁業調整委員会委員の任期が満了するので、島﨑勝弘、三原敏夫、柏木正弘、濱竹美、中西敬、 治清孝

の各氏を再任するとともに住村清一、竹本晴茂、助田武男、 藤誠二、内海貴文、大山登、鈴木幸子、生長まち、柏原他加子の各氏を任命するため、

漁業法第138条第 1 項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。
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